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寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和５年11月15日（水）午後１時20分から午後２時20分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（16名）　※番号は席番号

２番　滝本　多美子　　　　　　　　　　　　３番　入江　剛
４番　南　昌男（会長）　　　　　　　　　　５番　川口　智之
６番　津澤　謙次　　　　　　　　　　　　　７番　枡井　信仁
８番　金谷　伸太郎（農政企画委員長）　　　９番　川口　茂明（農地調整委員長）
10番　筏　眞智子　　　　　　　　　　　　　11番　田伐　厚子
12番　森田　隆義　　　　　　　　　　　　　13番　小橋　牧子
14番　田中　久治　　　　　　　　　　　　　15番　堤下　敏
16番　田中　悦子　　　　　　　　　　　　　17番　溝口　透（会長職務代理者）
４　欠席委員（１名）

１番　北川　康裕
５　遅刻委員（０名）

　　
６　議事日程
　　第１　議案第16号　農地法第３条第１項による許可について
　　第２　議案第17号　相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況確認について
第３　報告第27号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第４　報告第28号　租税特別措置法第70条の６第１項による適格者証明について
第５　報告第29号　使用目的変更承認願に係る専決報告について
７　農業委員会事務局職員

　  局長　　　山口　美加 　　　　　　　　 　　事務局長代理　川原　祐
　　職員　　  阪本　一彦   　　　　　　　 　　職員　　 谷内　奈央
　　　
８　議長　会長　南　昌男
９　会議の概要
（　午後１時20分　開会　）
　議長（南会長）　定刻前ですが皆さんお集まりですので、ただいまより11月の委員会総会を始めさせていただきます。
本日は、委員２名が欠席ございます。委員17名のうち15名が出席し、出
席委員は過半数以上で総会は成立いたします。
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務める　ことになっておりますので、議事を進行させていただきます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議案第16号　農地法第３条第１項による許可について、事務局から説明を　お願いします。
　事務局　　　　　議案第16号　農地法第３条第１項による許可について、ご説明申し上げます。
（議案第16号　件番１朗読）

まず始めに、農地法第３条第１項による許可申請とはどのようなものかと言いますと、例えば、農地を親族の方に贈与し、譲り受けた後も農地として耕作する場合や、親族以外の方に売却し、譲り受けた後も農地として耕作する場合、あるいは、農地を農地のまま使用するため、農地所有者以外の方が貸したり借りたりする場合には、農業委員会の許可を受ける必要があります。
農業委員会が農地法第３条第１項による申請があった場合には、本日の委員会総会において、許可・不許可を決定するにあたり、農地調整委員会において、現地確認や譲り受けられる方から聞き取りをする等、農地法に定められている許可要件を満たす必要があります。
その許可要件の判断基準については、主に３つございまして、まず全部効率利用要件があり、譲受人が申請地の所有権や貸借権を取得後に、耕作することが見込まれるかどうか、また現在所有されている、あるいは借りられている農地が遊休農地になっていないか。無断転用していないか等を確認し、今後その方が所有及び借受している農地のすべてを耕作されるかどうかを判断するものでございます。
２つ目に、農作業常時従事要件について、譲受人の年間耕作日数によって　　判断するものです。原則年間150日以上、150日以下であっても農作業をおこなう必要がある限り、当該農作業に従事していれば常時従事していると認める場合もあるとされております。
そして３つ目に、地域との調和要件については、地域の水利調整への参加や、地域の農薬の使用方法といった、周辺農地の農業上の利用に、支障をきたすおそれがないと認められることが必要です。
（議案第16号　件番１朗読）
件番１につきましては、11月２日に農地調整委員会が開催され、現地確認　　及び譲受人に聴聞を行い、審議いたしました。
場所は第二京阪道路沿い東側、たち川沿い南側でございます。
今後、土地区画整理事業が行われる前に贈与しておきたいということで申請がありました。
譲受人の年齢は現在15歳です。農地法に年齢の定めはなく、大阪府の通知文により15歳未満の場合は各農業委員会で審議するようにということですが、現在15歳の方ですので、年齢に関して問題ございません。
許可要件の判断基準である全部効率利用要件については、寝屋川市内で所有されている他の農地に遊休農地又は無断転用がないことを現地確認しております。
次に農作業常時従事要件について、本件の譲受人ご本人は、年間60日、譲渡人はご夫婦でそれぞれ年間200日従事されるということで農家世帯全体では年間200日耕作されておりますので、要件を満たしています。
次に地域との調和要件については、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたすおそれは無いと認められるため、要件を満たしていると考えられます。
その他に、農機具の保有状況について、トラクター、コンバイン、乾燥機、籾摺機、田植え機を各１台所有されています。
そして、通作距離について、自宅から申請地まで約２km、軽トラックで20分程度ですので、問題はございません。
現況は画面のとおりです。
（議案第16号　件番２朗読）
次に件番２につきましても、11月２日に農地調整委員会が開催され、現地確認及び譲受人から聴聞を行い、審議いたしました。
場所は、大阪府が管理する寝屋川公園内の第二野球場がございますが、そこから水道道を北へ少し進んだ一団の農地が広がる一角でございます。
本件についても、今後、土地区画整理事業が行われる前に贈与しておきたいということで申請がありました。
許可要件の判断基準である全部効率利用要件については、寝屋川市内で所有されている他の農地に遊休農地又は無断転用がないことを現地確認しております。
次に農作業常時従事要件について、譲渡人、譲受人お二方とも年間200日従事されるということですので、要件を満たしています。
次に地域との調和要件については、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたすおそれは無いと認められるため、要件を満たしていると考えられます。
その他に、農機具はトラクター、コンバイン、乾燥機、田植機、籾摺機を各１台所有されております。
通作距離については、約１㎞、軽トラックで約10分ですので、問題はございません。
現況は画面のとおりです。
それでは、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
　議長　　　　　　事務局の説明が終わりました。

件番１及び２については、11月２日に農地調整委員会を開催し、現地調査
農地調整委員長から報告をお願いします。
　農地調整委員長　11月２日に農地調整委員会を開催し、現地調査及び譲渡人に聴聞を行いました。
　　　　　　　　　経営面積が1,908㎡になっておりますけれども、親族内の贈与ですので、許可後も経営面積は1,908㎡から増えることはありません。
今年の３月31日までは、農地法第３条の許可において、許可後に2,000㎡以上の経営面積がなければ、農地の所有権移転の許可が出来ませんでしたが、農地法の改正がございまして、４月１日以降は2,000㎡以上の面積要件の規定が外れましたので、2,000㎡未満の経営農家でも農地の所有権移転ができるようになりました。
譲受人が15歳なので未成年者になります。未成年者が農地を取得することが良いのかと言いますと、事務局から説明がありましたとおり、農地法では譲り受けられる者の年齢の規定がありません。ただし、大阪府においては、15歳未満の者は各市町村の農業委員会の判断に任せるということです。例えば、５歳とか０歳でも良いのかと言えばそうではありません。我々、子どもの時のことを考えていただければいいのですが、小学校高学年の頃には、土曜日、日曜日は稲刈りや臼ひきの手伝いをさせられていました。一人の個人として農業経営を営めるということではなく、農家の構成員の一員として耕作に従事できるのであれば良いのかの判断となります。
本件の譲受人は15歳以上ですので、年齢による耕作に従事できるかの審査もございませんし、その他の許可要件はすべて満たしており、許可については問題ないかと判断します。
件番２については、親から子への贈与であります。
これまでの委員会総会でご説明させていただいているように、寝屋二丁目と寝屋川公園地区については、今後、土地区画整理事業が計画されています。
土地区画整理事業が始まる前の土地の評価が低いうちに、次の代に農地の所有権を移しておきたいということから許可申請をされています。
経営面積は4,917㎡ございますが、全ての農地で良好に耕作されていますので全部効率利用要件等の要件は全て満たしていますので、許可については問題ないかと判断します。
　議長　　　　　　ただいま、農地調整委員長から説明がございましたが、何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご意見等がないようですので、件番１及び２について、許可するものとしてご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）

ご異議がないようですので許可いたします。次に議案第17号　相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況確認について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　議案第17号　相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況確認について、ご説明させていただきます。
まず始めに、相続税の納税猶予制度について、ご説明させていただきます。
現在、本市では農地の相続時において、相続税の納税猶予を受けられるのは、市街化調整区域内の農地と市街化区域内の生産緑地に限られ、お亡くなりになるまで耕作することで相続税の納税が猶予されますが、平成21年12月14日までに相続された市街化調整区域内の農地については、20年間適正に耕作されていた場合は、相続税が免除されることとなっております。免除するかどうかの判断を、農業委員会の意見に基づいて税務署が行うこととなっています。
（議案第17号　件番１朗読）
本件につきまして、場所は大阪府が管理する寝屋川公園内の第二野球場がございますが、そこから水道道を北へ少し進んだ一団の農地が広がる一角でございます。
平成15年３月23日に相続されており、相続開始から20年を迎えています。
本件については、11月２日の農地調整委員会において、先ほどの議案第16号の現地調査の際に農地調整委員の皆さんにも現地確認をしていただき、適正に耕作されていることを確認いたしました。
現況は写真のとおりです。
それでは、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がございました。件番１については、地区担当委員から説明をお願いします。
　　　　　　　　　 
　地区担当委員　　現況写真を見ていただきたいのですが、２筆で１枚の農地となっています。ですから、相続税の納税猶予の適用を受けているのは、１枚の農地の半分になります。半分の農地は所有者が違います。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　ご質問等がないようですので、農地として適正に耕作されているものとして税務署に回答してご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）

ご異議がないようですので、回答いたします。次に報告第27号農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第27号の説明をさせていただく前に、農地の転用について、ご説明させていただきます。
まず、農地法第４条及び第５条とはどういうものか既にご説明させていただいておりますが、再度ご説明させていただきますと、農地法において、農地を農地以外にする場合には知事の許可が必要となります。本市においては、知事から市長が事務委任を受け、市長は農業委員会会長へ事務委任していますので、寝屋川市内の農地の転用については、全て農業委員会会長が許可することとなっております。なお、農地法で市街化調整区域と市街化区域の線引きがされている場合で、市街化区域内の農地を転用する場合には、許可ではなく届出をすれば良いことになっております。
本市においては、昭和45年６月に市街化調整区域と市街化区域の線引きが始まりました。
当時、一団の農地が集まっていて今後も農地を残していこうという区域を市街化調整区域として指定し、住宅地が建ち並び、今後も宅地化が見込まれる区域を市街化区域として指定しました。
農地法第４条は、農地の所有者が農地を農地以外のものに利用していくもので、例えば、自身の一戸建て住宅や共同住宅に利用、あるいは、駐車場や資材置場等として利用する場合に、農地法第４条の届出を行います。また、農地法第５条では、農地法第４条と同様に農地以外に利用する場合ですが、農地法第５条は農地転用と併せて、農地の所有権を他人に売り渡す場合や、農地の所有権はそのままに、貸借をする場合に農地法第５条の届出を行うものです。
具体的に、農地所有者等から農地転用の届出があった場合には、届出があった農地の地区担当委員と事務局で日程調整し、現地確認を行います。
現地確認では、付近農地の耕作に影響がないかを確認します。例えば、農業用水の取込みや雨水排水が隣接農地へ流れ込まないか等を確認します。事務局で届出書類を確認し、問題がなければ会長による決裁となります。その後、直近の農業委員会総会において、報告案件として報告します。
それでは、報告第27号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第27号　件番１朗読）
　　　　　　　　件番１につきまして、場所は市道池田秦線北側、ディスカウントスーパーの南側でございます。
本件は10月３日に受付を行い、地区担当委員の南会長と10月10日に現地確認し、10月16日に会長専決により届出を受理したものでございます。
雨水排水に関しては、雨水管から東側水路へ放流される予定で、周辺に農地もないため問題ございません。
現況は写真のとおりです。
（報告第27号　件番２朗読）
件番２につきまして、場所は打上川治水緑地の南側の太秦公民館の南側で　　ございます。
本件は、10月６日に受付を行い、10月17日に地区担当委員と現地確認し、10月18日に会長専決により届出を受理したものでございます。
雨水排水は東側の側溝へ放流されており、周辺に農地もないため問題ござ　いません。
現況は写真のとおり、ご自宅の庭敷地に倉庫が建っております。今般息子　　さん一家の住宅を建てることになりましたが、農地転用の届出を失念していることが発覚したということで、経過書とともに届出がありました。
　議長　　　　　　事務局の説明が終わりました。件番１については、私の担当地区でございまして、現地確認もさせていただいておりますので、ご説明させていただきます。
　　　　　　　　　場所は、市役所から保健福祉センターへ向かう途中のディスカウントストアの横でございます。
　　　　　　　　　市道を作った際に用地買収された残地だと思います。
　　　　　　　　　現地確認した際には、畑地としてきれいに耕作されていました。
今回、クリニックを建築するということでございます。
隣接して農地は残っておりませんので、問題ありません。
　　　　　　　　　何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　　　ご質問がないようですので、次に件番２について、地区担当委員から説明をお願いします。
　地区担当委員　　事務局から説明があったとおり、場所は太秦公民館の南側でございまして、周辺に農地はございません。
　　　　　　　　　現地写真のとおり、昔ながらの農家の家でございまして、庭敷地も広いです。
　　　　　　　　　私の物心のついた時から納屋はあったような記憶があるので、随分古くから建っておりました。
農地転用の届出がもれていたようです。特に問題はないかと思います。
　議長　　　　　　地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等はございますか。

　委員　　　　　　長年、農地転用の届出をするのを失念していたということで、現況はすでに倉庫が建ってしまっている。今後は倉庫を壊して、息子の住居を建てる予定であるということですね。
あくまでも、昔は田んぼでしたが、倉庫にしてしまったということで、今回、農地転用の届出がされた訳ですよね。息子の住居を建築することでの届出ではないのですね。
　事務局　　　　　今回の届出については、農地に納屋を建ててしまったことの届出でございます。
　議長　　　　　　他にご質問等がないようですので、次に報告第28号　租税特別措置法第70条の６第１項による適格者証明について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第28号　租税特別措置法第70条の６第１項による適格者証明について、ご説明させていただきます。
まず始めに、農地の相続税の納税猶予制度について、ご説明させていただ　　きます。
農地の所有者が亡くなられ、農地を相続した者には相続税が発生しますが、農地には相続税の納税猶予制度という特例がございます。
これは、農地を相続された者が引き継いで自身が亡くなるまで耕作をする　こと、あるいは貸農園の運営等を含めた農業経営を行うことで、農地部分の相続税が免除ではなく猶予されます。亡くなった時点で相続税が免除となります。
また、特例の対象農地は、本市のように市街化区域と市街化調整区域の線　　引きがされている市町村の農地については、市街化区域内の生産緑地の指定を受けている農地または市街化調整区域内の農地に限り、特例の適用を受けることができます。
相続税の納税猶予制度の適用を受けるには、相続人が亡くなった被相続人　に代わり農業経営を行うことができる適格者であるという農業委員会の証明書が必要となります。
制度上、生産緑地については終生耕作すること、つまりお亡くなりになる　　までの耕作が必要です。
市街化調整区域については平成21年12月15日以降に納税猶予を受けた農　地は終生の耕作が必要で、それ以前に適用を受けた農地は先ほど議案でありましたように20年耕作することで納税義務が免除されます。
（報告第28号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は池田本町にございますディスカウントストア　を少し北側に向かったところでございます。
証明願の前に相談を受けた９月13日に地区担当委員の了承を得て事務局のみで現地確認を行い、９月27日に適格者証明願があり、10月10日に会長専決により適格者証明を発行したものでございます。
現況は写真のとおりです。
（報告第28号　件番２朗読）
件番２につきまして、場所は市立第八中学校の西側の府道15号八尾茨木　線を挟んで西側でございます。
10月３日に適格者証明願があり、10月４日に地区担当委員と現地確認を行　い、10月10日に会長専決により適格者証明を発行したものでございます。
現況は写真のとおりです。
（報告第28号　件番３朗読）
件番３につきまして、場所は市立保健福祉センター（旧市立総合センター跡地）から少し北へ向かった宅配業者の物流センターがある北側でございます。
10月10日に適格者証明願があり、同日に地区担当委員と現地確認を行い、　　10月16日に会長専決により適格者証明を発行したものでございます。
現況は写真のとおりです。

　議長　　　　　　事務局の説明が終わりました。件番１については、私の担当地区でございますが、事務局から説明があったとおりでございます。

　　　　　　　　　本件の農地については、現況写真を見ていただいているとおり、相続されてからも、農地として引き続き水稲の作付けもされていますので、問題ないと思います。
　　　　　　　　　何かご質問等ございますか。
　委員　　　　　　農地の面積について、614㎡のうち592.75㎡となっていますが、これは持分等の理由によって少なくなっているのですか。
　事務局　　　　　現況写真では見えにくいのですが、農業用倉庫がございます。
農地に農業用倉庫がすでに建っている部分については、相続税の納税猶予の適用を受けることができませんので、差し引いた面積となります。
　　　　　　　　　件番１から３についても同様です。
　議長　　　　　　他にご質問がないようですので、次に件番２について、地区担当委員から説明をお願いします。
　地区担当委員　　亡くなられた方は、87歳か88歳だったと思いますが、亡くなられる前より息子さんが田植えから稲刈りまでやっておられたので、今後も耕作を続けられるということで問題ないと思います。
　議長　　　　　　地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に件番３については、私の担当地区でございますので、ご説明させていただきますと、本件の農地は、何十年も前は貸農園を開設されており、良好に耕作されていたのですが、いつの間にか貸農園をやめられて、自作されていました。
随分広い農地なので、畑地として一人で自作するには大変なことで、これまで作付けが少ない等の理由で、農地パトロールで指導をした経過もあります。
そういった経緯から、今回、事務局とも話していたのですが、被相続人になり代わり農業経営を引き継ぐことの適格者証明は出せないのではないかと悩んでおりましたが、今回、現地確認をすると作付けされていましたし、相続された方は、今後は適正に耕作を続けていくとの意思ですので、適格者証明書は発行するという判断を取りました。
年２回の農地パトロールで、特に重点的に監視していこうと思います。
また、次の報告第29号の件番１についても本件と同一の農地でございまして、農業用倉庫の建築の承認ですので、事務局の説明は省略していただいて結構です。
何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　ご質問等がないようですので、本日の議案・報告は以上となります。
事務局から連絡事項があれば説明をお願いします。
　事務局　　　　　12月委員会総会の開催日時及び懇親会について説明。
　
議長　　　　　　以上をもちまして、11月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後２時20分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。
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